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【手続補正書】
【提出日】平成21年3月27日(2009.3.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マトリクス状に配置され、それぞれが、ＴＦＴ素子と、主容量素子としての液晶素子と
、補助容量素子とを含む複数の画素と、
　駆動対象の画素を線順次で選択し、選択した画素のＴＦＴ素子を所定のオン電圧により
選択的にオン状態にすると共に、前記ＴＦＴ素子を所定のオフ電圧により選択的にオフ状
態にするためのゲート線と、
　駆動対象の画素に対し、前記ＴＦＴ素子を介して画像データを供給するためのソース線
と、
　線順次動作により前記画素の駆動を行う駆動手段と
　を備え、
　前記液晶素子は、その一端が前記ＴＦＴ素子の一端に接続され、
　前記補助容量素子は、その一端が前記ＴＦＴ素子の一端に接続されると共に、他端が隣
接ゲート線に接続され、
　前記駆動手段は、現在の単位フレームの画像データとその直前の単位フレームの画像デ
ータとに基づき、通常駆動の際には、現在の単位フレームの画像データをその輝度レベル
が所定の分だけ下がるように補正して得られる画像データを基に前記表示駆動を画素ごと
に行う一方、オーバードライブ駆動の際には、直前の単位フレームと現在の単位フレーム
との間での前記液晶素子の両端間電圧の変化を増加させるような画像データを基に前記表
示駆動を画素ごとに行う
　液晶表示装置。
【請求項２】
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　前記駆動手段は、
　現在の単位フレームの画像データとその直前の単位フレームの画像データとに基づき、
現在の単位フレームにおいて、前記通常駆動および前記オーバードライブ駆動のうちのど
ちらによる表示駆動を行うのかを画素ごとに判定する判定手段と、
　前記判定手段による判定結果に基づき、現在の単位フレームの画像データを画素ごとに
補正する補正手段とを有する
　請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記判定手段は、現在の単位フレームとその直前の単位フレームとの間の画像データの
輝度レベル差が所定の閾値以上の画素に対し、前記オーバードライブ駆動による表示駆動
を行うと判定する一方、前記輝度レベル差が前記閾値未満の画素に対し、前記通常駆動に
よる表示駆動を行うと判定する
　請求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　前記補正手段は、前記オーバードライブ駆動の際に、前記輝度レベル差が前記閾値以上
の画素において、その輝度レベル差が大きくなるのに応じて前記液晶素子の両端間の電圧
変化がより大きくなるように、現在の単位フレームの画像データの補正を行う
　請求項３に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　前記駆動手段は、前記オーバードライブ駆動の際に、黒表示状態から白表示状態へ遷移
する画素においては、現在の単位フレームの画像データをその輝度レベルを変化させずに
そのまま用いて前記表示駆動を行う
　請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　前記駆動手段は、前記オーバードライブ駆動の際に、白表示状態から黒表示状態へ遷移
する画素においては、現在の単位フレームの画像データが前記通常駆動の際の補正よりも
輝度レベルが過剰に下がるように補正された後の画像データを用いて前記表示駆動を行う
　請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　前記通常駆動を行う場合において、補正後の画像データに基づいて前記液晶素子の両端
間に電圧を印加しこれが安定した後の状態における輝度レベルが、補正前の画像データに
基づいて前記液晶素子の両端間に電圧を印加した直後における輝度レベルと同等となって
いる
　請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項８】
　前記ゲート線に沿った方向の各画素列ごとに２つのゲート線が設けられると共に、これ
らの２つのゲート線が、前記画素列における隣接する画素間で交互に各ＴＦＴ素子のゲー
トに接続され、
　前記駆動手段は、前記ゲート線に沿って隣接する画素同士および前記ソース線に沿って
隣接する画素同士でそれぞれ互いに逆極性の電圧が前記液晶素子の両端間に印加されるよ
うに、前記表示駆動を行う
　請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項９】
　マトリクス状に配置されそれぞれがＴＦＴ素子と主容量素子としての液晶素子と補助容
量素子とを含む複数の画素と、駆動対象の画素を線順次で選択しこの選択した画素のＴＦ
Ｔ素子を所定のオン電圧により選択的にオン状態にすると共に前記ＴＦＴ素子を所定のオ
フ電圧により選択的にオフ状態にするためのゲート線と、駆動対象の画素に対し前記ＴＦ
Ｔ素子を介して画像データを供給するためのソース線とを備え、前記液晶素子の一端が前
記ＴＦＴ素子の一端に接続され、前記補助容量素子の一端が前記ＴＦＴ素子の一端に接続
されると共に他端が隣接ゲート線に接続されるように構成された液晶表示装置に対して適
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用され、線順次動作により前記画素の表示駆動を行うための液晶駆動回路であって、
　現在の単位フレームの画像データとその直前の単位フレームの画像データとに基づき、
通常駆動の際には、現在の単位フレームの画像データをその輝度レベルが所定の分だけ下
がるように補正して得られる画像データを基に前記表示駆動を画素ごとに行う一方、オー
バードライブ駆動の際には、直前の単位フレームと現在の単位フレームとの間での前記液
晶素子の両端間電圧の変化を増加させるような画像データを基に前記表示駆動を画素ごと
に行う
　液晶駆動回路。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、駆動素子の耐圧を上げる
ことなく液晶の応答速度を向上させることが可能な液晶表示装置および液晶駆動回路を提
供することにある。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明の液晶表示装置は、マトリクス状に配置され、それぞれが、ＴＦＴ素子と、主容
量素子としての液晶素子と、補助容量素子とを含む複数の画素と、駆動対象の画素を線順
次で選択し、選択した画素のＴＦＴ素子を所定のオン電圧により選択的にオン状態にする
と共に、ＴＦＴ素子を所定のオフ電圧により選択的にオフ状態にするためのゲート線と、
駆動対象の画素に対し、ＴＦＴ素子を介して画像データを供給するためのソース線と、線
順次動作により画素の駆動を行う駆動手段とを備えたものである。ここで、上記液晶素子
は、その一端がＴＦＴ素子の一端に接続されている。また、上記補助容量素子は、その一
端がＴＦＴ素子の一端に接続されると共に、他端が隣接ゲート線に接続されている。また
、上記駆動手段は、現在の単位フレームの画像データとその直前の単位フレームの画像デ
ータとに基づき、通常駆動の際には、現在の単位フレームの画像データをその輝度レベル
が所定の分だけ下がるように補正して得られる画像データを基に表示駆動を画素ごとに行
う一方、オーバードライブ駆動の際には、直前の単位フレームと現在の単位フレームとの
間での液晶素子の両端間電圧の変化を増加させるような画像データを基に表示駆動を画素
ごとに行うようにしたものである。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明の液晶駆動回路は、マトリクス状に配置されそれぞれがＴＦＴ素子と主容量素子
としての液晶素子と補助容量素子とを含む複数の画素と、駆動対象の画素を線順次で選択
しこの選択した画素のＴＦＴ素子を所定のオン電圧により選択的にオン状態にすると共に
ＴＦＴ素子を所定のオフ電圧により選択的にオフ状態にするためのゲート線と、駆動対象
の画素に対しＴＦＴ素子を介して画像データを供給するためのソース線とを備え、上記液
晶素子の一端がＴＦＴ素子の一端に接続され、上記補助容量素子の一端がＴＦＴ素子の一
端に接続されると共に他端が隣接ゲート線に接続されるように構成された液晶表示装置に
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対して適用され、線順次動作により画素の表示駆動を行うためのものであって、現在の単
位フレームの画像データとその直前の単位フレームの画像データとに基づき、通常駆動の
際には、現在の単位フレームの画像データをその輝度レベルが所定の分だけ下がるように
補正して得られる画像データを基に表示駆動を画素ごとに行う一方、オーバードライブ駆
動の際には、直前の単位フレームと現在の単位フレームとの間での液晶素子の両端間電圧
の変化を増加させるような画像データを基に表示駆動を画素ごとに行うようにしたもので
ある。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　本発明の液晶表示装置および液晶駆動回路では、ゲート線により供給されるオン電圧に
よって駆動対象の画素内のＴＦＴ素子が選択的にオン状態となると、ソース線からこのＴ
ＦＴ素子を介して画像データが供給され、この画像データに基づく電圧が、画素内の液晶
素子および補助容量素子の両端間にそれぞれ印加される。その後、ゲート線により供給さ
れるオフ電圧によって上記ＴＦＴ素子が選択的にオフ状態となると、ソース線からの画像
データの供給が停止され、液晶素子および補助容量素子の両端間の電圧が保持される。そ
してその後に上記隣接ゲート線によって補助容量素子の他端に、オフ電圧の電位が時間変
化しつつ供給されると、この補助容量素子および液晶素子の両端間の電圧が上記画像デー
タに基づく電圧から変化する。ここで、通常駆動の際には、現在の単位フレームの画像デ
ータをその輝度レベルが所定の分だけ下がるように補正して得られる画像データを基に表
示駆動がなされるため、このような補正により得られる画像データに基づき、上記のよう
に補助容量素子および液晶素子の両端間の電圧が変化した後に、これらの両端間にそれぞ
れ、補正前の画像データに基づく電圧値が印加されるように（オーバードライブ駆動がな
されないように、つまり通常駆動がなされるように）調整可能となる。また、オーバード
ライブ駆動の際には、直前の単位フレームと現在の単位フレームとの間での液晶素子の両
端間電圧の変化を増加させるような画像データ画像データを基に表示駆動がなされるため
、上記のように補助容量素子および液晶素子の両端間の電圧が変化した後に、これらの両
端間にそれぞれ、画像データに基づく電圧値よりも大きくな電圧値が印加され、これによ
り画像データに基づく電圧変化よりも大きくなるような表示駆動、すなわちオーバードラ
イブ駆動がなされる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　本発明の液晶表示装置では、上記駆動手段が、オーバードライブ駆動の際に、黒表示状
態から白表示状態へ遷移する画素においては、現在の単位フレームの画像データをその輝
度レベルを変化させずにそのまま用いて表示駆動を行うようにしてもよい。このように構
成した場合、補助容量素子および液晶素子の両端間の電圧が変化した後にこれらの両端間
にそれぞれ、画像データに基づく白表示状態の電圧値よりも大きな電圧値が印加されるた
め、これにより黒表示状態から白表示状態への遷移の際の電圧変化よりも大きくなるよう
な表示駆動、すなわち黒表示状態から白表示状態への遷移の際のオーバードライブ駆動が
可能となる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　また、上記駆動手段が、オーバードライブ駆動の際に、白表示状態から黒表示状態へ遷
移する画素においては、現在の単位フレームの画像データが通常駆動の際の補正よりも輝
度レベルが過剰に下がるように補正された後の画像データを用いて表示駆動を行うように
してもよい。このように構成した場合、補助容量素子および液晶素子の両端間の電圧が変
化した後にこれらの両端間にそれぞれ、画像データに基づく黒表示状態の電圧値よりも小
さな電圧値が印加されるため、これにより白表示状態から黒表示状態への遷移の際の電圧
変化よりも大きくなるような表示駆動、すなわち白表示状態から黒表示状態への遷移の際
のオーバードライブ駆動が可能となる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　本発明の液晶表示装置では、上記通常駆動を行う場合において、補正後の画像データに
基づいて液晶素子の両端間に電圧を印加しこれが安定した後の状態における輝度レベルが
、補正前の画像データに基づいて液晶素子の両端間に電圧を印加した直後における輝度レ
ベルと同等となっているようにするのが好ましい。このように構成した場合、補助容量素
子および液晶素子の両端間の電圧が変化して液晶素子の両端間の電圧が安定状態となった
ときに、補正前の画像データに基づく輝度レベルと同等の輝度レベルとなっているため、
通常駆動の際の輝度レベルが変化しないように（すなわち、表示輝度の変動を伴わないよ
うに）調整しつつ、上記のようなオーバードライブ駆動がなされるようになる。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　本発明の液晶表示装置または液晶駆動回路によれば、通常駆動の際に、現在の単位フレ
ームの画像データをその輝度レベルが所定の分だけ下がるように補正して得られる画像デ
ータを基に表示駆動を行うようにしたので、このような補正により得られる画像データに
基づき、補助容量素子および液晶素子の両端間の電圧が変化した後にこれらの両端間にそ
れぞれ、補正前の画像データに基づく電圧値が印加されるように調整することができる。
また、オーバードライブ駆動の際に、直前の単位フレームと現在の単位フレームとの間で
の液晶素子の両端間電圧の変化を増加させるような画像データを基に表示駆動を行うよう
にしたので、補助容量素子および液晶素子の両端間の電圧が変化した後にこれらの両端間
にそれぞれ、画像データに基づく電圧値よりも大きな電圧値を印加し、これによりオーバ
ードライブ駆動を行うことができる。よって、駆動素子の耐圧を上げることなく、液晶の
応答速度を向上させることが可能となる。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３５】
　次に図４および図５を参照して、ゲートドライバ５２の回路構成の詳細について説明す
る。このゲートドライバ５２は、図４に示したシフトレジスタ部５２１と、図５に示した
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出力部５２２とを含んで構成されている。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３６】
　シフトレジスタ部５２１は、信号処理部４２から供給される駆動タイミング制御信号で
あるストローブ信号ＳＴＶおよびパルス信号（クロック信号）ＣＰＶに基づいて、後述す
るような順次異なるタイミングで「Ｈ」状態となるストローブ信号ＳＴＶ１，ＳＴＶ２，
ＳＴＶ３，ＳＴＶ４，…を生成するものであり、複数のフリップフロップ回路（例えば、
図４に示したフリップフロップ回路ＦＦ１～ＦＦ５，…）を含んで構成されている。フリ
ップフロップ回路ＦＦ１のデータ入力端子Ｄにはストローブ信号ＳＴＶが供給されると共
に、各フリップフロップ回路ＦＦ１～ＦＦ５，…のクロック端子ＣＫにはパルス信号ＣＰ
Ｖが互いに並列に供給されるようになっている。また、フリップフロップ回路ＦＦ１のデ
ータ出力端子Ｑからはストローブ信号ＳＴＶ１が出力されると共にこのストローブ信号Ｓ
ＴＶ１はフリップフロップ回路ＦＦ２のデータ入力端子Ｄに供給され、フリップフロップ
回路ＦＦ２のデータ出力端子Ｑからはストローブ信号ＳＴＶ２が出力されると共にこのス
トローブ信号ＳＴＶ２はフリップフロップ回路ＦＦ３のデータ入力端子Ｄに供給され、フ
リップフロップ回路ＦＦ３のデータ出力端子Ｑからはストローブ信号ＳＴＶ３が出力され
ると共にこのストローブ信号ＳＴＶ３はフリップフロップ回路ＦＦ４のデータ入力端子Ｄ
に供給され、フリップフロップ回路ＦＦ４のデータ出力端子Ｑからはストローブ信号ＳＴ
Ｖ４が出力されると共にこのストローブ信号ＳＴＶ４はフリップフロップ回路ＦＦ５のデ
ータ入力端子Ｄに供給されるようになっている。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４９】
　ここで、ゲートドライバ５２およびソースドライバ５１から出力される各画素２０内へ
の駆動電圧（ゲート電圧およびソース電圧）によって、各画素２０に対する線順次表示駆
動動作がなされる。具体的には、図２に示した画素２０（ｍ，ｎ）内の画素回路ユニット
では、以下のようにしていわゆるライン反転駆動動作がなされる。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５２】
　次に、ソース線Ｓ（ｍ）に沿って線順次動作方向に隣接するゲート線である隣接ゲート
線Ｇ（ｎ＋１）によって補助容量素子Ｃｓ（ｍ，ｎ）の他端（対向電極）に、例えば図６
（Ｇ）～（Ｉ）中の矢印Ｐ２１～Ｐ２３に示したように、ゲートオフ電圧Ｖoff2の電位か
らゲートオフ電圧Ｖoff1の電位への変動や、ゲートオフ電圧Ｖoff3の電位からゲートオフ
電圧Ｖoff1の電位への変動のように、ゲートオフ電圧の電位が時間変化しつつ供給される
と、それに伴って補助容量素子Ｃｓ（ｍ，ｎ）および液晶素子ＬＣの両端間の電圧も、上
記した映像信号Ｄoutに基づく電圧から変化する（いわゆるＣｓ ｏｎ ｇａｔｅ方式によ
る作用）。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００５６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５６】
　具体的には、例えば図８に示したように、まず、図８（Ａ）に示した直前の映像信号Ｄ
２と図８（Ｂ）に示した現在の映像信号Ｄ１とを比較すると（ステップＳ１０３）、映像
信号Ｄ１，Ｄ２における輝度の階調レベル差が閾値よりも小さいため（ステップＳ１０３
：Ｎ）、この画素においては通常駆動による表示駆動を行うべきであると判定し、現在の
フレームの映像信号Ｄ１における輝度の階調レベルを下にシフト（下げる）する補正であ
る通常処理を行う（ステップＳ１０４、図８（Ｂ）、図１０中の矢印Ｐ５１）。したがっ
て、フレームメモリ４４には、図８（Ｂ）に示したように、「－２０」という階調レベル
のデータが、現在のフレームにおける補正後の映像信号Ｄ２として書き込まれる（ステッ
プＳ１０８）。また、この際、前述したＣｓ ｏｎ ｇａｔｅ方式の作用により、補助容量
素子Ｃｓ（ｍ，ｎ）および液晶素子ＬＣの両端間の電圧がその後この映像信号Ｄ２（Ｄou
t）に基づく電圧から変化して安定状態となったとき（最終安定時）、例えば図１０に示
したように、通常駆動（正極）によって、補正後の映像信号Ｄ２に基づく輝度レベルが、
補正前の映像信号Ｄ１に基づく本来の輝度レベル（例えば、図中の黒レベル（正極））と
同等のものとなっており、これにより補正の前後で輝度レベルが変化しないようになって
いる。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５８】
　次に、上記と同様のステップＳ１０１，Ｓ１０２の後に、図８（Ｂ）に示した直前の映
像信号Ｄ２と図８（Ｃ）に示した現在の映像信号Ｄ１とを比較すると（ステップＳ１０３
）、映像信号Ｄ１，Ｄ２における輝度の階調レベル差が閾値よりも大きいため（ステップ
Ｓ１０３：Ｙ）、この画素においてはオーバードライブ駆動による表示駆動を行うべきで
あると判定し、次にオーバードライブ処理部４３は、直前のフレームから現在のフレーム
への遷移が黒表示状態から白表示状態への遷移か否かを判断する（ステップＳ１０５）。
ここでは、図８（Ｂ），（Ｃ）に示したように黒表示状態から白表示状態への遷移である
ため（ステップＳ１０５：Ｙ）、オーバードライブ処理部４３は、現在のフレームの映像
信号Ｄ１における輝度の階調レベルを変化させずに（輝度の階調レベルをシフトさせずに
）そのまま用いるというオーバードライブ処理を行う（ステップＳ１０６、図８（Ｃ））
。したがって、フレームメモリ４４には、図８（Ｃ）に示したように、そのまま「２５５
」という階調レベルのデータが現在のフレームにおける補正後の映像信号Ｄ２として書き
込まれる（ステップＳ１０８）。したがって、例えば図９に示したオーバードライブ駆動
（正極）によって、Ｃｓ ｏｎ ｇａｔｅ方式の作用を用いたオーバードライブ駆動がなさ
れ、これにより例えば図１１（Ａ）中の矢印Ｐ６１で示したように、直前のフレームと現
在のフレームとの間での液晶素子ＬＣの両端間の電圧変化が、現在のフレームの映像信号
Ｄ１（補正前の画像データ）に基づく本来の電圧変化よりも大きくなり、図中の矢印Ｐ６
２で示したように、黒表示状態から白表示状態への遷移の際の液晶の応答速度が改善する
。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６０】
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　次に、上記と同様のステップＳ１０９，Ｓ１０１，Ｓ１０２の後に、図８（Ｄ）に示し
た直前の映像信号Ｄ２と図８（Ｅ）に示した現在の映像信号Ｄ１とを比較すると（ステッ
プＳ１０３）、映像信号Ｄ１，Ｄ２における輝度の階調レベル差が閾値よりも大きいため
（ステップＳ１０３：Ｙ）、この画素においてはオーバードライブ駆動による表示駆動を
行うべきであると判定し、次に前述したように、直前のフレームから現在のフレームへの
遷移が黒表示状態から白表示状態への遷移か否かを判断する（ステップＳ１０５）。ここ
では、図８（Ｄ），（Ｅ）に示したように白表示状態から黒表示状態への遷移であるため
（ステップＳ１０５：Ｎ）、オーバードライブ処理部４３は、現在のフレームの映像信号
Ｄ１における輝度の階調レベルを、通常駆動の際の補正（図１０中の矢印Ｐ５１）よりも
過剰に下がるようにする補正であるオーバードライブ処理を行う（ステップＳ１０７、図
８（Ｅ）、図１０中の矢印Ｐ５３）。したがって、フレームメモリ４４には、図８（Ｅ）
に示したように、「８０」という階調レベルのデータが、現在のフレームにおける補正後
の映像信号Ｄ２として書き込まれ（ステップＳ１０８）、例えば図１０に示したオーバー
ドライブ駆動（正極）によって、Ｃｓ ｏｎ ｇａｔｅ方式の作用を用いたオーバードライ
ブ駆動がなされ、これにより例えば図１１（Ｂ）中の矢印Ｐ７１で示したように、直前の
フレームと現在のフレームとの間での液晶素子ＬＣの両端間の電圧変化が、現在のフレー
ムの映像信号Ｄ１（補正前の画像データ）に基づく本来の電圧変化よりも大きくなり、図
中の矢印Ｐ７２で示したように、白表示状態から黒表示状態への遷移の際の液晶の応答速
度が改善する。
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６３】
　ここで、通常駆動の際には、現在のフレームの映像信号Ｄ１がその輝度レベルが所定の
階調分だけ下がるように補正された後の映像信号Ｄ２を基に表示駆動がなされるため、こ
のような補正後の映像信号Ｄ２に基づき、上記のように補助容量素子Ｃｓおよび液晶素子
ＬＣの両端間の電圧が変化した後に、これらの両端間にそれぞれ、補正前の映像信号Ｄ１
に基づく本来の電圧値が印加されるように（オーバードライブ駆動がなされないように、
つまり通常駆動がなされるように）調整可能となる。また、オーバードライブ駆動の際に
は、液晶素子ＬＣの両端間の電圧変化が現在のフレームの映像信号Ｄ１に基づく本来の電
圧変化よりも大きくなるような映像信号（補正後の映像信号Ｄ２）を基に表示駆動がなさ
れるため、上記のように補助容量素子Ｃｓおよび液晶素子ＬＣの両端間の電圧が変化した
後に、これらの両端間にそれぞれ、補正前の映像信号Ｄ１に基づく本来の電圧値よりも大
きな電圧値が印加され、これにより本来の電圧変化よりも大きくなるような表示駆動、す
なわちオーバードライブ駆動がなされる。したがって、このような構成および作用により
、本実施の形態では、駆動素子であるＴＦＴ素子Ｑの耐圧を上げることなく、液晶の応答
速度を向上させることが可能となる。
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７２】
【図１】本発明の一実施の形態に係る液晶表示装置の全体構成を表すブロック図である。
【図２】図１に示した各画素内に形成された画素回路ユニットの詳細構成を表す回路図で
ある。
【図３】図１に示したオーバードライブ処理部において用いられるルックアップテーブル
の一例を表す図である。
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【図４】図１に示したゲートドライバに含まれるシフトレジスタ部の構成を表す回路図で
ある。
【図５】図１に示したゲートドライバに含まれる出力部の構成を表す回路図である。
【図６】ゲートドライバの動作を説明するためのタイミング波形図である。
【図７】オーバードライブ処理部の動作を説明するための流れ図である。
【図８】オーバードライブ処理部の動作を説明するためのタイミング図である。
【図９】オーバードライブ処理部の動作を説明するためのタイミング波形図である。
【図１０】オーバードライブ処理部の動作を説明するための他のタイミング波形図である
。
【図１１】オーバードライブ駆動時の液晶素子への印加電圧を表すタイミング波形図であ
る。
【図１２】本発明の変形例に係る画像表示装置の全体構成を表すブロック図である。
【図１３】図１２に示した各画素内に形成された画素回路ユニットの詳細構成を表す回路
図である。
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